
近世山陰における日朝交流

山陰の日朝関係史（皿）
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善隣友好の朝鮮通信使

朝鮮通信使と山陰地方

幕府の漂着朝鮮船対策

山陰海岸での漂流民救助

米子の竹島一件と浜田の竹島事件

山陰地方からの朝鮮漂着

1　書隣友好の朝騨通信便

　近世江戸期の目朝関係は，善隣友好でもって特徴つげられる。

　江戸に幕府を開いた徳川家康は，豊臣秀吉による朝鮮侵略戦争の失敗をふま

えて，朝鮮王朝との国交修復を対外政策の基本に位置づげることになった。家

康が朝鮮王朝との問での修交を求めたのは，第1には，目本にとってもっとも

近くに位置する外国である朝鮮と修交することは，道理にかなうものであると

する理念にもとつくこと，第2には，秀吉の朝鮮侵略に対する明と朝鮮の連合

軍による復讐防止策という戦略上の配慮があったこと，第3に，幕府が隣国と

交流することは，将軍家の国際性を表現するものであり，新しい幕藩体制下で

の国内統治に有利であること，第4に，目本と朝鮮との修交は，明や清との問

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
での交流を進める上でも有利になること，などが考慮されていたとされる。

　以上のような意義がある以上，朝鮮王朝との交流は，徳川家康の強い統制下

に一元化される必要があった。そのため，交易については対馬藩だげが許さ

れ，交礼の使節は朝鮮国王より徳川将軍にだげ発するものとされ，中世にみら
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れたような諸大名による地域レヘルでの直接交流は厳禁となった。いわゆる鎖

国である。幕府以外の者の外国との交渉は認めず，海外渡航も禁止した鎖国体

制下において例外的に認められたのが，r通信の国」としての朝鮮と琉球の両

国だげであり，r通商の国」とされた清とオランダの両国であった。ここでい

う通信の国とは外交関係を結んだ国であり，通商の国は貿易船の渡来を認めた

国をいう。

　通信の国である朝鮮王朝との外交関係を代表するものは，幕府による朝鮮通

信使の来聴であった。朝鮮通信使は，1607年から1811年までの200年間に12回

にわたって来目しているが，正式にr通信使」となったのは，第4回の寛永13

年（1636）からであり，さらに将軍の代替り祝儀の信使となるのは，第6回の

明暦元年（1655）の通信使以降である。

　すなわち第1回の慶長12年（16q7）はr修好」を使命とするr回答兼刷還使」

としてであり，第2回の元和3年（1617）は，r大坂平定と目域統合」を祝賀す

ることを使命とした「回答兼刷還使」であり，第3回の寛永元年（1624）も

「家光の襲職」を賀する「回答兼刷還使」であった。そして第4回の寛永13年

（1636）になって「通信使」となるが，使命は「泰平の賀」であり，第5回の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
寛永20年（1643）は「家綱の誕生」を祝賀する目的であったとされている。

　しかしながら，「回答兼刷還使」とする使節の名称は，中世以来とっていた

「通信使」とは，明らかに性格を異にするものである。「回答使」ということ

は，目本側からの信使派遣要請に対する回答をたずさえた使節であり，r兼刷

還使」とは，回答に併せて朝鮮人俘虜の刷還を求める使節であることを意味

し，その隈りでは，秀吉の朝鮮出兵にかかわる終戦処理が任務であったはずと

考えなげればならないであろう。

　徳川幕府による朝鮮王朝との友好関係を復活させる交渉は，慶長4年（1599）

に対馬藩主宗義智が，将軍徳川家康の意を体して開始されて以来のことといわ

れ，交渉経過の詳細は，先駆的には中村栄孝氏によって，最近では三宅英利氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
らの研究を通じて明らかにされている。

　慶長3年（1598）8月の秀吉の死後，朝鮮に出陣している兵に対して撤退が
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命令されるとともに，前線では明軍の諾将との和議が進められ，最終的には，

朝鮮が使節を派遣して協議することが約束された。しかしながら，朝鮮軍は徹

底抗戦の意欲をもっており，明将の主導のもとで成立した停戦に不満があった

ために，和議のための使節を送らなかった。このことは，朝鮮との交易にすべ

てをかげていた対馬藩をおぴやかし，対馬藩からはくり返して使人を送り講和

を要請しつつげた。慎重な姿勢で情況をみていた朝鮮王朝は，慶長11年（1606）

3月にたって，目本に通信使を送ることの可否について検討し，徳川家康から

の国書は，王陵を発掘侵犯した首謀者の掩送を要求することを条件にして，講

和交渉に入ることを決定した。

　慶長11年（1606）11月，対馬藩は橘智正を派遣して，家康の国書と称するも

のと，犯陵賊に見立てられた2名を朝鮮に送った。朝鮮側としては，犯陵賊の

真偽や家康の書契について疑間をもちながらも，名義上では有利な結果になっ

たことから修好の使節を送ることにした。このとき国王の宣租は，朝鮮の使節

が目本にゆげは，家康は朝鮮が入貢したと称して，群下に誇示するに相違ない，
　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
ということまでも見通していたという。こうして慶長12年（1607）1月，正使

の呂佑吉以下460余名の使節団が出発，5月に江戸城で将軍秀忠に国書を提

出，次いで駿府で家康に会って帰国，ここに目本と朝鮮の友好関係が正式に成

立するのであった。

　朝鮮側にとっては，目本との友好関係をつくることは緊張を緩和することを

意味し、新しい徳川幕府についての情報を収集し，併せて朝鮮人俘虜の刷還を

要求するためであった。その場合，俘虜刷還は両国親好の証として目本側の真

意を探るテーマにする位置づげも行われていたという。これに対する目本側で

は，朝鮮への侵略戦争以来中断していた友好関係を回復するために使節が来目

するとしか受げとめておらず，「家康書契への回答」を目的とする回答使であ

るということは，書契を偽造した対馬藩の一部の者だけしか知らないという間
　　　　　　　　（5）
題をはらんでいた。

　第2回の元和3年（1617）の来賠理由は，r大坂平定，目域統合」であった。

これは，伏見城で将軍秀忠に提出した書契の文言によっているが，使節の名称
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はr回答兼刷還使」である。このときも，対馬藩は幾度となく通信使の派遣を

要請して，再び偽作の国書を送ってようやく実現にこぎつげた。朝鮮側は，対

馬藩を牽制すること，浮虜を刷還すること，豊臣氏滅亡後の目本情勢を探索す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
ることを目的にして，r回答兼刷還使」を送ってきた。対馬藩に対する牽制と

は，慶長12年（1609）に釜山で締結した已酉条約の趣旨に反して，対馬藩が貿

易拡大を画策していることに対する措置のことである。

　第3回の寛永1年（1624）の信使も，対馬藩の国書偽作と改窟により，r回

答兼刷還使」として来目し，目本側では徳川家光の将軍承襲への祝賀使節とし

て受けとめている。このときも対馬藩は，歳遺船の20隻を50隻に増加する要講

をしており，従来の貿易制限のために密貿易が増大し，釜山の倭館周辺には，

1，OOO人に達する目本人が滞在して貿易の拡大を迫る状況があり，朝鮮側では

目本との友好関係を維持することを重視して，第3回の信使の派遣を決定した
　　　　　（7）
のであった。

　第4回の寛永13年（1636）から，「回答使」の名目はなくなり，「通信使」の

称呼がこれ以後は使われる。その前提には，寛永12年のいわゆる「柳川一件」

を契機とする幕府の朝鮮外交一新の体制がある。朝鮮側では，r柳川一件」に

より不安が除去されたことを喜ぶとともに，対馬藩との友好を縫持することが

朝鮮の安全を確保することになると判断して，将軍書契の有無に一こだわらず，

対馬藩主からの要請だげで「宗義成の立場を支持するため」といって信使を派
　　　　　　　　　（8）
遣してきたのである。日本側では，これをr泰平の賀」を使命とする通后使と

して受げ入れた。

　第5回の寛永20年（1643）の通信使は，前後に例をみないr将軍嗣子誕生祝

賀」が派遣理由になっている。朝鮮王朝が清朝に報告した文書でも，対馬藩か

らの要請に応じて将軍に嗣子が誕生したことを祝賀し，日光東照宮の建立にあ

たって仏具を奉呈することは隣交の道であると，通信使派遣の目的を記してい

る。背景には，北方より清の圧迫を受げた朝鮮が，目本との提携を清に示すこ

とによって牽制する一助とし，併せて目本の国情視察をも意図して派遣を決定
　　　　　　　（9）
したといわれる。
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　なお，明暦1年（1655）の第6回以降は，将軍襲職のための祝賀信使派遺を

目本の側が要請し，朝鮮側はそれにこたえるかたちで通信使が来目したのであ

った。

　＜注＞

（1）三宅英利『近世日朝関係史の研究』（文献出版，1986年）p．152．

（2）中村栄孝r目鮮関係史の研究』下巻（吉川弘文館，1969年）p．302．中村氏は，初

　め3回の使節は「回答使」が正称であり，これに俘虜の「刷還使」としての使命を副

　えて名分を正していると指摘しているにもかかわらず，使節の使命は目本側の史料の

　みで性格づげている・一般的にいって，これまで朝鮮通信使の来目一覧表を作成する

　場合，使命（名目）は目本側の一方的な解釈にもとづく性格づげになっており，通信

　使があたかも徳川将軍家への朝貢使であるかのような理解を導く危険をはらんでいる

　といえよう。

（3）中村栄孝前掲書　p253以下，三宅英利前掲書　p147以下。

（4）「海行録」巻上，万暦丙午條（中村栄孝前掲書　p267）

（5）（6）（7）（8）（9）二宅英利前掲書　p162，p195，p220，p254，p292

2　朝騨通信使と山陰地方

　韓国の『高校国史教科書』では，通信使について「目本との関係」の項目で

次のように記している。

「壬辰の倭乱以後，目本の徳川幕府は，朝鮮の先進的な文物を取り入れるために，対馬

島主を通じて交渉を許可してほしいと朝鮮に懇請してきた。朝鮮では，目本が犯した過

ちをとがめながらも，国初以来の交隣政策の原則に基づき，隈られた範囲での交渉を許
　　　　　　　　　　　　（1）
可した（1609年，已酉約条）。

　こうして釜山にふたたび屡館が設置亭れ，目本人たちはここで米，木綿，薬用人参な

どを求めて行った。

　いっぽう，目本は朝鮮を上国，あるいは文化の先進国と考え，朝鮮の使節を派遺して

ほしいと頼んできた。特に，幕府の将軍職の継承や目本国内に重要な間題があるとき，

彼らは，朝鮮の使節を迎えることで政治的権威を高めようとした。

　そこで，朝鮮から通信使が派遺されたが，その一行は500名にもなり，目本では国賓

として遇された。日本は通信使一行を通して，先進的な学間や技術を学ぼうと努力し

sokyu



6

たて、戸信使は外交使節であるだけでなく，朝鮮の文化を目本に伝播する役目も果たし

た」

　たしかに・朝鮮通信使の来目は，鎖国体制下の目本の学者文化人にとって，

幕府公許の学間である儒学先進国と国際的に学術文化を交流することができる

唯一の機会であった。このため朝鮮側においても，目本での学術的接触にそな

えて，通信使とその随員には有能な人物を選び，製述官には文才に長じた学者

を充てたという。こうして通信使一行の経路にあたる沿道の旅宿には，目本各

地の学者文化人が争って参集し，面接して漢詩を応酬し，書画の揮毫を求めた

のである。『草茅危言』には，次のように記してある。

「韓使は文事を主張する故，随分文才に秀でたるを撰みさしこすと見えたり，故に沿道

客館にて侯国の儒臣と詩文贈答筆談の事多し，此方の儒臣多き中には文才の長せぬもあ

りて，我国の出色とならぬもま∫見えて残念なり，夫はさて置き，又三郎にては平人ま

ても手寄さへあれは館中に入て贈答するに，官禁もなげれは，浮華の徒先を争て出る事

になり，館中雑沓して市の如く，疎文悪詩を以て韓客に冒触し，その甚敷は一句未熟の

輩，百目も前より七律一首やうやう荷ひ出し，一篇の和韻を得て終身の栄として人に誇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
るなと笑ふへし，……いつれも我邦の大肚，宴に苦々敷事也」

　このためもあって明和1年（1763）には，松平右近将監の名をもって，「朝

鮮人江詩作贈答弁筆談等に罷出侯者，　通りの対話の趣意相認侯饒，且古来よ

り二義両説の疑敷所杯を談，或国雅を以贈答仕侯様成事は不苦侯得共，一分の

学力を自負のため異国をなちり，彼国を貴み侯とて我国をあさげり侯様なる，

第一国体を不弁並筋違侯様相見侯」といって，r詩作贈答計に侯て筆談等は決
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
て仕問敷段，堅申付来侯」と達した。しかしながら，「書き物」は禁止してい

なかったために，r方々より御家老中江書き物の御頼大分申来侯，不得巳一々

御誇被成侯故，右書き物の翻こ付，信使屋敷殊の外騒動，外々御用の妨に成侯
　　　　　（5）
事甚有之侯」という事態ともなる。そのなかでも石見国津和野藩主亀井隠岐守

は大量の揮毫を依頼して，幕府当局者にr甚以如何敷事に御座侯」といわせて

㌧・る。
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「信皮の節書き物の御頼有之侯は上，額字にて候は，一ゴ枚，唐紙に書侯事に候はふ二

枚か六枚，屏風の用に成侯外は相成申問敷侯，……殊に享保年に亀井隠岐守よりは，長

持一竿に裏打致し侯唐紙を入被遣侯て，書物御望被成侯故，道中船中御国まて暇々御書

せ被成侯得共，全済兼申程に御座候，定て御家中の銘銘望侯分も其内に入申侯故，如右

大分に成たる事と存侯，何分益も無之事に，御家老中も除臨時の御世話を被成，並役人
　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
中の手を塞侯段，甚以如何敷事に御座侯」

　通信使の順路は，瀬戸内海を船で大阪にゆき，京都から陸路で江戸に入るも

のであったが，そのコースからはずれている山陰地方では，朝鮮通信使とは関

係がなかったように思われるが，そうではない。津和野藩主亀井隠岐守のよう

な対応もその一例であるが，石見銀山大森代官所では，代官以下が幕府の命で

6ヵ月も出張して任務に当たっている。石見国波根東村のr観聴随筆』には，

正徳元年（1711）と享保4年（1719）の例を次のように記している。

r朝鮮人来朝道中入用之人馬之御奉行，山城国伏見ヨリ遠江国荒井迄ハ肥前国天草ノ御

代官竹村太郎右衛門様，美作国真島郡御代官平岡孫市様，都築小三郎様三人へ被仰付，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
依之当御料ヨリ役人被召寄六月二日二発足，十二月二帰国ナリ，其人数九人ナリ」

r朝鮮人来朝竹田喜左衛門様，駿州藤枝宿一泊リマカナイ往来トモニ御請取有リ，御自

分ノ御手代木原甚平殿，伸尾左助殿，地役人二柳原権兵衛殿以上三人召寄セラレ，賄事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
ヲワリ大森へ御下向納方指引靖明ケ，十二月三目二江戸へ御発足」

　朝鮮通信使一行は，400～500人が約半年をかげて対馬と江戸を往復するので

あるから，接待に必要な経費は多額に上った。それは全国各藩に分賦されたも

のと思われるが，資料がないので詳細はわからない。松江藩の場合についてみ

よう。

　松江藩には，明和4年（1767）から天保13年（1842）までの藩財政収支を一

覧した『出入捷覧』がある。この時期におげる朝鮮通信使の来目は，明和元年

（1764）と文化8年（1811）であり，文化8年度については，r江戸臨時貴入用」

として，「朝鮮通信使来聰二付御高役金」が，来目2年後の文化10年（1813）

に279両，文政2年（1819）に一279両，同3年277両，同9年279両の支出が計上
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されている。このように文化8年の通信使にさいしては，松江藩として15年問

にわたって1，114両を4剛こ分げて上納しているのであるが，明和元年分につ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
いては，明和4年以降の『出入捷覧』に何らの記載もない。

　幕府から割当てを受げた松江藩は，これを領内各村に対して，r百石二付金

一両二朱」の基準で臨時の賦課徴収をすることとし，r金一両二付六十六匁」

の銀換算で，5カ年に分げて毎年7月までに納入することとした。

r朝鮮信使来鴨二付先達而従公儀被仰出侯御国役金六年以前辰暮五ケ年之内上納年延之

儀仰出其段翌巳二月委曲申談置侯処右上納金壱両二付ハ拾六匁之極直段を以当酉より丑

迄五ケ年之問毎年七月限リ銀子二而御勝手方江可令上納旨尤其郡中寺杜領とも被立高毎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω
歳前状之通二侯條右年隈之内期月無問違上納有之侯以上」

　各藩は，このほかにも石局に応じて「道中馬鞍皆見」を「七疋　松平荘五郎

（松江藩），六疋　松平周防守（浜田藩），四疋　亀井隠岐守（津和野藩），同　松
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑫）
平隼人正（広瀬藩）」などの負担もしている。

　〈注＞

（1）己酉約条は全文12条から成り，第一に，目本からの使人は目本国王使，対馬島主の

　特送，対馬島内受職人に限定，第二に，対馬島の歳遣船は20隻に減じ，特送船3隻も

　このなかに含めること，第三に，受職人を戦時中の功労者と戦後の俘虜刷還に功のあ

　った老に。隈るなど，きびしい通交制限を目本側とくに対馬藩に課した（中村栄孝『目

　鮮関係史の研究』下巻，p．283．

（2）ヂ学準監修『韓国の教科書の中の目本と日本人』（一光杜，1989年）p．133．

（3）r通航一覧』巻百十一，P．319．

（4）　同上　　　　p．312．

（5）　同上　　　　p．305．

（6）　同上　　　　p．306．

（7）『観聴随筆』巻之中（島根県立図書館蔵）

（8）　　同上　　巻之下（　　同　上　　）

（9）『出入捷覧』（『新修島根県史』史料篇　2．近世上）p．376以下。

㈹文化十年酉七月r朝鮮信使来聰二付御国役金村別割合帳』（島根県立図書館蔵）

⑭　杉原　隆「朝鮮通信使と雲石諸藩の負担」（『山陰史談』第17号，1981年）
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3　幕府の漂着朝騨船救助対策

　徳川幕府の外交文書をまとめたr通航一覧』巻百二十ハ朝鮮国部のr漂着」

では，寛永12年（1635）5月に，石見国に漂着した朝鮮国の漁民6名を，対馬

藩を経由して送還した記事から始まる。

寛永十二乙亥年

目本国対馬州太守拾遺平義成，奉書朝鮮国礼曹大人足下，客歳初冬，貴国民生業漁猟者

四名，漂到干本邦石州辺浦，州主為給糧服補舟揖，遠令使イ介送達馬島，滋又済其所之，

附回使之便以護還，只在便舌，謹翼柄懸，不宜頓首
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
　　　乙亥　　　　　　　　　　　　　　　義成

　石見海岸での朝鮮船の救助については，朝鮮王朝が目本に派遣した回答兼刷

還使の幕府との接渉のなかでも取り上げられたようで，r寛永十二丙子年四月，

ことし秋信使来聯こより，かの船もし風波の難に遭ひ漂着あらは，何地にても

救護あるへき旨，西国，中国の諸大名に，大老，老中より奉書をもてこれを達
　　　　　　　　　　　　　　　（2）
す」とr通航一覧』にはみえる。

　よく知られているように，幕府の鎖国政策は，寛永16年（1639）以降，きび

しい異国船対策をとることになる。r舟着岸の儀御停止之事」r陸地へ不上し

て早遠長崎江可送遣之事」から，翌17年にはさらにr乗来輩死罪被申付侯」と

厳命する。この幕府の対策を受げて各藩での異国船対策が整傭されるのが，鳥

取藩では明暦3年（1657）9月のr御船手御法度」をもって，以下の5項目に

ついて沿岸各浦に布達する。

明暦二年九月二目

一，異国船沖二相見侯ハぐ早速鳥取江注進可仕侯，自然陸近ク相見侯ハぐ此方船二乗罷

　出，様子見届早々可令注進事

一，異国船難波にあい破損侯而，若異国人陸江遁上侯は∫，異国人気遣不仕様二番等を

　念を入付置早速可致注進事

一，異国船二不限不審なる船沖二有之，はし船など陸江差越躰二侯ハぶ，様子見届急可

　令注進事
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一，異国人不図来リ侯而訴訟之事等申侯ハぐ，近辺二奉行人在侯之問，可申遣由理侯而

　少もあらたてず可令注進候，若当座二至人あまた入事在之二おいてハ先隣郷之者呼あ

　つむべき事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
一，他国船たりといふ共破損侯ハぐ随分精入肝煎可遣事

　異因船対策のなかで，朝鮮，琉球，唐，オランダは特別扱いであった。その

なかでも，r通信の国」である朝鮮と琉球に対しては，r早速船挽船等差出最

寄浦々江引入相救侯」であるのに，唐やオランダ船の場合は，救助はしても

「獲リニ唐人阿蘭陀人等江応対致すべからず，番船之外は右商船へ近寄申問敷，

乗組のもの一人たりとも上陸致しなす間敷事」と，厳重に区別されていた。す

なわち，

一，当国浦々江是迄朝鮮国之小船漁船等度々漂着致侯義も有之侯問，朝鮮船と見請侯ハ

　・早遠助船挽船等差出最寄浦々江引入相救候手当致し置，見掛次第船表番所江相置差

　図を受船繋致させ，大森御役所江も早々可致注進侯，朝鮮船見掛侯而も其所のもの彼

　是六ケ敷存，他江譲リ侯義於有之者急度曲事申付候事

一，唐船阿蘭陀等之商船難破船可及体二而漂着之様子二見請侯ハ・挽船助船等差出相

　救，是又船表番所江相届大森御役所江早速注進いたし差図ヲ請船繋為致置船附置可

　申，獲リニ唐人阿蘭陀人等江応対致すべからず，番船之外は右商船へ近寄申問敷，乗
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
　組のもの一人たりとも上陸為致間敷事

　異国船が漂着した場合は，rはやく船中之人数を改め，陸地に不上して長崎

江可送遣之事」とされたが，朝鮮船については，長崎奉行所より対馬藩を経由

して釜山に送り返されることになっていた。r宝永七庚寅年，巡検使に答ふ箇

条中」には次のように記してある。

一，漂流人之儀御尋の節

　私領内へ漂着仕侯へは，便宜の節指送り侯，若他国へ致漂着，長崎御奉行より御渡し

　被成侯へは，別而使老相添送返申侯

一，長州辺其外近国亦は九州之内何れにても，朝鮮船漂着の時は，其所より長崎へ被送，

　対馬殿の屋敷へ請取侯，改所よりの尋相済侯上にて，御指図の上対馬へ送り届，対馬

　より釜山の方へ送り届申侯，朝鮮へ帰候て，則委細糺明有之と相見え申事に侯，左様
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
て皆々本所へ差帰し申由に侯，其時送り参侯対馬殿家来へも，殊外挨拶馳走等仕侯事

　次いで天明4年（1784）には，r其漂着の扱方を改めらる」として，長崎奉行

からの返答を待たないで，届出ると同時に送付するようにと，幕府は諾藩に指

示をした。

天明四甲辰年九月廿二目

朝鮮人浦々江漂着致し侯得は，是迄は其所之領主より，長崎奉行江申遣返答相待，長崎

江送り遣し侯処，以来は漂着致し侯は∫，早速長崎奉行江申遣返答不相待，引続長崎表

江送遣侯，其節月番之老中江も可相届侯，右長崎表江差遣し侯節，旅中等に而萬一不法

成儀も有之，手に余り侯は∫，駕篭江締り等附，送遣し侯而不苦侯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
右之趣，領分之内浦々有之侯萬石以上之面々，兼而相心得居侯様可被達置侯

　山陰各国から長崎に移送した朝鮮人の具体的な実情については後述すること

にしている。長崎奉行所から朝鮮国釜山浦への送還を担当している対馬藩にと

っては，外交と交易を行う好機であっただけでなく，送還にかかる費用の面で

も利潤があったものの如くで，1艘につき「差引三貫七百目程利潤有之儀二御

座侯」と，その当時の「長崎にての風聞」は伝えている。

漂民入用と申は，長崎より請取朝鮮へ差遣侯入用，並右使者に相送侯音物等入用，一艘

に付五貫目相懸候儀に可有御座候，対州より蘇木五十斤，並銀高二百六十四匁程の品，

重箱鏡薬鍵姻筒差遣，朝鮮より返物，人参一斤虎豹皮細布木綿筆墨席等差越侯由，沸代

几八貫七百目程に相当申候に付，差引三貫七百目程利潤有之儀に御座侯

右漂民乗来侯船破船仕，対州の船にて相送り侯節は，船代として白米四十二俵充差越仕

来の由に御座侯，長崎にて漂民逗留中賄料の儀も，対州方にて仕出仕，代金会所より請
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
取来侯処，右は長崎聞役持高計にて，役料充行無之侯由，長崎にての風聞に御座候

　＜注＞

（1）　r異国出契」（r通航一覧』第四，第百三十六）p．5．

（2）　『通航一覧』第八，附録巻十五，P．465．

（3）　『鳥取藩史』第5巻，p．817．

（4）嘉永七年二月r異国船渡来之節郡中浦々取締被仰出侯御ケ條書小前一同請印帳」
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　（石見国大浦湊林家文書一島根県立図書館蔵写本）

（5）　「対藩政事間答」（『通航一覧』第四，第百三十六）p．1．

（6）　「制令」（『通航一覧」第八，附録巻十五）p．465．

（7）　r近藤菜所蔵留書」（r通航一覧』第四，第三十六）p2

4　山陰海岸での漂流展救助

　山陰海岸におげる異国船漂着・救助1長崎送還については，すでに大庭良美，

杉原隆氏らによる研究がある。したがって，両氏による研究成果に他の資料か

ら補完し，さらに因伯両国も含めて一覧できるように表示した。この一覧表で

は，寛永12年（1635）より嘉永2年（1849）までの215年聞に，石見国で33件，

隠岐国12件，出雲国12件，伯者国3件茅因幡国1件を数えている。なお，同じ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
期間，山口県の北浦海岸では63件の漂着が報告されている。

第1表 江戸期における山陰への異国船漂着

1635

1659

1663

1696

1707

1717

1718

1735

1750

1756

1757

1759

1767

寛永12

万治2
寛文3
元禄9

宝永4
享保2

享保3
享保20

寛延3
宝暦6
宝暦7

宝暦9
明和4

5月，石見国に朝鮮国漁民6人が漂着

11月，石見国浜田領内に朝鮮人19人が漂着

11月，隠岐国浦之江に朝鮮人10人が漂着

　　　伯善国赤崎に朝鮮人11人が漂着

6月，石見国波根東村に唐人52人が漂着

4月，出雲国美保関に異国船来航，5月，6月，

5月，石見国和江村に朝鮮人8人が漂着

11月，石見国黒松溝に朝鮮人6人が漂着

11月，隠岐国に唐船が漂着

12月，石見国飯浦三桝島に唐人14人が漂着

2月，出霞国十六島に異国船来航，3月美保関，

11月，出霊国字龍浦に朝鮮人2人が漂着

10月，隠岐国別府村に唐人4人が漂着

10月，出雲国鵜峠浦に朝鮮人7人が漂着

1月，出雲国田儀村に異国人2人が漂着

9月，出雲国加賀浦に朝鮮船1艘漂着

12月，因幡国汗入郡上万村に朝鮮人4人が漂着

8月にも

7月河下浦に来航



1769　　旦月禾口6

1779安永8
1783　天明3

1784　天明4

1786　天明6

1790寛政2

1791寛政3

1792寛政4
1809文化6

1810文化7
1819文政2

1820

1822

1824

1827

1829

文政3
文政5

文政7
文政10

文政12

1830天保1

1831天保2

1836

1837

1838

1839

1844

天保6

天保7

天保8

天保9
天保15

1848嘉永1

近世山陰におげる日朝交流

12月，石見国津摩村に異国人21人が漂着

3月，石見国尾足に異国人5人が漂着

3月，石見国温泉津に朝鮮人5人が漂着

　　　石見国宅野村に異国人7人，死老1人が漂着

　　　出雲国に異国船が漂着

　　　石見国に朝鮮人6人が漂着

2月，石見国宅野村に。異国人7人が漂着

11月，石見国浅利村に異国人14人が漂着

7月，石見国浜田近海に異国船来航

11月，隠岐国島前に異国人10人が漂着

　　　出雲国に異国船漂着

2月，隠岐国に異国船が来航，松江藩兵派遣

5月，隠岐国に琉球人が漂着

10月，出雲国口田儀浦に朝鮮人7人が漂着

　　　伯者国八橋に朝鮮人12人が漂着

9月，出雲国差海に朝鮮人5人が漂着

10月，隠岐国柳浦に朝鮮船2艘が漂着

1月，石見国五十猛村大浦に朝鮮人17人が漂着

2月，石見国津摩浦に朝鮮人16人が漂着

3月，隠岐国宇津賀村に朝鮮船が漂着

1月，出雲国河下村に朝鮮人8人カミ漂着

11月，出雲国杵築大喜村に朝鮮人12人が漂着

11月，石見国長浜浦に朝鮮人6人が漂着

12月，石見国松原瀞こ朝鮮人8人が漂着

11月，隠岐国別府村に朝鮮人が漂着

1月，石見国下府村に朝鮮人17人が漂着

10月，石見国唐鐘浦に。朝鮮人13人が漂着

10月，隠岐国島前に朝鮮人5人が漂着

7月，石見国熱田浦に朝鮮人11人が漂着

　　　石見国波根東村に朝鮮人5人が漂着

10月，伯者国網代浦に朝鮮人7人が漂着

　　　石見国浅利浦に異国人4人が漂着

9月，石見国五十猛村大浦に異国船来航

　　　隠岐国島前に唐人6人が漂着

13
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1849嘉永2 2月，隠岐国島前に異国船来航

12月，石見国熱田浦に異国人10人が漂着

く注＞唐人，異国人というのは申国人でない場合が多い。

　　犬庭良美『唐人おくり』には，隼月日不詳で8件が記載してある。

　　松江藩「出入捷覧」には，1764～1841年の間に6回の「異国船漂着」が記載してある。

　　犬庭良美前掲書，新修r島根県史』隼表篤，史料篇2，杉原隆「目朝交渉史における山陰海岸の位置

　　　・補遺」（島根県立大田高等学校『研究紀要』第8号）により作成。

第2表 江戸期における山陰からの朝鮮国漂着

1637寛永14

1666寛文6
1735享保20

1798寛政10

伯善国米子村の30人が竹島から朝鮮国慶尚道蔚山に漂着，衣糧を支給し

てもらって帰国

伯者国米子村の21人，隠岐国の1人が朝鮮国慶尚遣長翻こ漂着

隠岐国布施村権右衛門ら4人が，朝鮮国慶尚遣慶州の北方に漂着，翌年

帰国

石見国の6人が朝鮮国慶尚遣甘浦に漂着

　r通航一覧』には，万治2年（1654）の石見国，寛文4年（1664）の隠岐国へ

の朝鮮人漂着と送還について記してある。

万治二己亥年，浜田御在城，朝鮮人九人乗船一艘漂着，同十一月，加藤亀右衛門竃ダ農

笑婁管朝鮮人召連長崎へ参，御奉行黒川与兵衛様へ渡す

寛文四甲辰年二月朔目，異国の小舟遭風波難，去年十一月十日，隠岐国浦之江と申所へ

漂着す，船中人数十九人有之，穿襲の処，朝鮮の商冗船之由，領主松平出羽守注進有之

付て，右朝鮮人長崎遺之，町奉行へ可相渡之，其上如例彼国へ送遣侯旨，出羽守へ被達
（2）

之

　具体的な朝鮮人の救助例についてみてゆこう。津和野藩では，文化12年

（1815）に次のようなr朝鮮人体之老漂着取計之事」を郡中に布達した。漂流船

の発見から救助に至る手続きと注意事項を明示している。

一，漂流之船沖合二而見掛ケ，地方江乗寄侯様子見受次第，即刻書中三認メ，浦方より

　直に注進可申出侯

r御代官船見番中，早速出張村役人罷出，漂流之船地方江弥乗寄り侯ハ・，浦方之者
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　共差出し力を添繋留，早々上陸之取計有之，無別條上陸いたし侯は∫，其趣人数労書

　立可有御注進侯

　附上陸いたし侯はふ，近辺之人家江引取，番人可附置侯，井乗組人数之内病人等有

　之侯ハ・，医師申付，療養少茂無油断心を付可申侯

一，昼之内見掛地方江乗寄せ侯，兎角之内夜に入侯時者，浜江目当之火を焚，猶御武器

　蔵に有之御紋付揚ケ挑燈式張可燈候

一，最初注進之上，徒士目附壱人，横目壱人，即剋被差出，引続郡奉行壱人出在，弥漂

　着相決侯節者，為御見分大目付壱人被差出，万端御差図あるべくに付，諸道具不取散

　様可入念侯

一，地下人共儀漂流之船中二有之侯諸道具之類，少1■之預リ物，又者譲受侯様之儀，手

　堅御法度被仰付置通，厳重二可相心得侯，後目於長崎二通詞逢対之上相知侯ハ・，急

　度曲事可被仰付侯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
一，上陸後漂着之船者，随分入念繋留，不実之計ひ仕問舗侯事

　当然のことながら，漂流朝鮮船の救助は，各藩とも同じ手順に従って行たわ

れている。例えぼ，明和4年（1767）12月7日，因幡国汗入郡上万村海岸に4

名が乗船した漂着朝鮮船の救出報告には，次のように記している。

「御届申上侯事，私存内津黄浦大穴磯沖，朝鮮船と相見侯拾五人乗壱艘，今朝五ツ時漂

着仕侯二付，早遠浦人罷出助船差出シ波戸内へ漕廻揚陸仕り，焚火にあたらせ粥等給遣

り番船付置申し侯，四人之内二人少々不快之様子二付，早速医師を懸げ腹薬相用ひ口申
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
□□入助抱仕り遣り申侯，勿て御届申上侯問，此辻を以て御沙汰なし下さるべく侯」

　同様の漂流朝鮮船救助の例は，各地でみられたといってよい。石見国天領大

森代官支配の漁村での事例では，救助につづく長崎移送までの手続きと，経費

負担について幕府勘定所に伺書というかたちをとっている。すなわち文政4年

（1821）12月16目，7名が乗船した朝鮮船が石見国遜摩郡磯竹村大浦に漂着し

たさいの一件書類であり，朝鮮船漂着にさいしての救助の具体的状況をみるこ

とができる。要約すれぼ次のようになる。

　その目は強い西風で海上が荒れていた。昼すぎの八ツ時（午後2時）頃，大

浦の沖合に漂流している異国船を発見，村役人は直ちに救助の船数艘を出し

た。異国船は波にもまれ海岸の岩石に乗りかけ，破損沈没しかかっており，乗

sokyu
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組員は帆柱や梁につかまって救助を求めていた。救助船が命がげで6名を救出

して上陸させたが，しきりに船を指差して何かをいうので，船中を調べたとこ

ろ，死骸が一つ梁に結びつげてあった。死者，・船，そして船内にあった所持品

もすべて引き揚げ，番人をつけて巡視させる一方で，救出した異国人は村役人

宅に連れてゆき，粥などを食べさせて手当をした。1名は腹痛の上に疾咳，1

名は眼病，1名は足痛であり，医師を呼んで診させ，死骸はとりあえず石灰塩

詰にした。乗組員に事情を尋ねたが，「言舌は勿論，筆談にても成難く侯」と

いうことであったが，2年則に同郡温泉津村湊に漂着した朝鮮人と同じである

ことはわかった。

　翌文政5年（1822）1月，大森代官は幕府勘定所に対して，次の13カ条の伺

書を提出して長崎移送に当たっての指示を仰いだ。読下し文でかかげることに

する。

一，異国人を長崎へ送るための宿継証文を江戸から石州へつかわされる儀は，前々宿継

　証文をもってつかわされているので，このたびも御証文を下されるよう仕りたい，こ

　の御証文は追って江戸表へ手付手代，銀山役人のうち1人へ持たせて返上するので，

　先格の通り往き返り御扶持方木銭駄賃舟賃川越賃の御入用を下されたい。

一，此度漂着の異国人七人の内，一人船中にて相果てた死骸は桶へ入れ石灰塩詰にして

　おいたが，この異国人ならびに死骸とも長崎奉行へ送り長崎奉行へ渡すので，この旨

　長崎奉行へ達しておかれたい。また異国人ならびに死骸とも，宰領の者より宿の儀申

　し達し次第差図があるよう，長崎奉行へ達しおき下されたい。

一，異国人六人白木綿綿入れ様のものを着用しておったところ，潮水につかり，殊に厳

　寒の時節に付，木綿綿入れ古着二つづつ，都合十二相調へ着せかへ，夜具等も申し付

　げておいた。また長崎出立の節は，新しい浅黄木綿綿入れ一つ，円帯一筋，白頭巾一

　つ，同足袋一足，菅笠」つずつ前々下さったので，此度もそのように入用に付お伺い

　申し上げる。

一，異国人滞留中の食事の儀，一人に付白米九合ずつの積りで，三合ずつ三度食べさせ，

　その他賄方品々先格を以て取計い，手付銀山役人を付置き吟味させた入用に付お伺い

　申し上げる。

一，異国船漂着に付，見分並びに異国人逗留中申付げた手付役人同心中間番人等お扶持

　方木銭御入用を下されたい。

　，異国人逗留中並びに長崎へ送る道中にて相煩えば療養を加へ，若し相果てたならば
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石灰塩詰にして長崎奉行へ引渡すよう，前々から仰せ渡されているが，此度も同様に

　心得るので長崎奉行へ御達しおき下されたい。

一，異国人が乗り来り打ち砕げた船は，雇船をして積込み長崎へ送届るので，運賃は入

　札で吟味して請負わせるが，入用はどうしたらよいか。勿論，右積船長崎着の節，同

　所宿引受取計い宰領の者異国人引渡し相済次第引払う先例である。

一，異国人を長崎へ送る節は，異国人並に宰領の者共休泊の儀は，前々道筋は領主賄で

　通行したので，此度も右の通りに心得る。尤も御料所内並に長崎の分の御入用は下さ

　れたい。且つ宰領の者長崎逗留中の旅籠代並に帰った節は先格の通り御扶持方木銭駄

　賃船賃を下されたい。

一，右船津並に百姓の明屋へ入れておいた死骸番人，家賃その外異国人を入れおいた蔵

　敷賃，囲矢来，番所入用，所々飛脚賃などの御入用下されたい。

一，異国人の内一人相果てた死骸を石灰塩詰にした石灰桶並に上箱とも一式の御入用を

　下されたい。

一，異国人所持の品並に古着などを入れた櫃代並に塩漬を入れた桶代とも一式御入用を

　下されたい。

一，異国人の内三人当時病気並に痛み所などがあったので，医師にかげておいた間の薬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　115）
　代膏薬代並に看護人雇賃銀御入用を下されたい。

　以上13カ条の伺書の内容は，もっばら経費負担についての照会であり，救助

経費が臨時入用として地元負担にならないように，長崎への出発に先立って，

幕府勘定所に確認を求めているわげである。これに対して勘定所からは，13カ

条は伺いの通りと心得てよろしい，入用の儀は追って吟味の上伺うべしと回答

してきた。長崎送りの宿継証文には，r人足四人馬九疋，従石州長崎迄海上は

継船可出侯，是は朝鮮人六人外死去人一人石灰塩詰にいたし，宰領二人相添長

崎へ差遣侯間急度可送届もの也」と記してある。

　こうして準備万端をととのえ，長崎に向けて出発したのは2月2目であった。

漂着してほぼ50目を経過したときである。付添は銀山付役人，同人手付，中間

2人，足軽2人，小者2人，合計8人であり，別に破損した異国船も船に積ん

で大浦湊を出立した。これは長崎までを運賃950匁で磯竹村の船主に請負わせ

たものである。長崎に到着したのは2月17日であった。

　救出朝鮮人の身元確認は，「言舌は勿論，筆談にても成難く侯」といわれてい

るように，困難を極めたようである。出雲国神門郡布智村の村役人宅に収蔵し
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てある『朝鮮人見聞記』は，文化7年（1810）10月28目の口田儀浦，文政2年

（1819）9月28目の差海浦，文政12年（1829）11月4目の杵築大森村での漂流朝鮮

船救助取調について記している。

　文化7年の田儀浦漂着では，郡奉行が筆談でr客徒何処漂流来乎」と尋ねて，

慶尚道蔚山府下府内面を出発，10月24目に大風にあって28日に漂着したことが

明らかにされている。救助された6名と死者1名の人名と年令もわかってい

る。文政2年の差海浦への漂着船は，慶尚道盈徳南江津のもので，乗っていた

5名の名前は音読みで仮名が記されている。文政12年の杵築大喜村への漂着船

には12名が乗っていたが，年令がわかるだけで，人名は仮名の音読みである。

「十二人皆無筆ニノテ下品也，島郡漁捕ヲ業トスル者」とも記してある。「物

不書年不分，此方より碁石ヲ揃　碁石ヲ渡ノ侯得ハ人二年之数ヲ石ニテ分ヶ出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
ソ申侯」と，碁石を使ってそれぞれの年令を確認したことがわかる。

　なお同資料には，文政2年の漂流民救助にさいして必要とした諸経費は，藩

庁に報告した上で出雲国十郡全体に割付げて負担することになっていることに

ついて，「此時物入弐百貫斗り取替郡割へ入れ，長崎奉行へ御送り届相済諸物

入等十郡割二成テ郡へ戻ルヨシ」と記してある。前述した石見国磯竹村大浦で

の例では，代官所から幕府勘定方に経費負担について予じめ伺い出て確認をし

ている。しかしながら，いずれは公的に負担されるにしても，さしあたっては

地元の浦方の経費負担であり，窮迫していた漁村では「難儀仕侯」という事態

になることは否定できたい。隠岐国の関係資料は，漂着船救助の都度，r島中

難儀」を訴えている。

　享保二年（1717）十一月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
唐船着船仕侯二付，御公儀様ヨリ番船島中へ被仰付，来ル三月迄島中難儀仕侯云々

　寛延三年（1750）十月

別府村へ唐人船四人乗一艘流レ寄候二付，両島御役人様御詣被成，御見分之上，番人島
　　　　　　　　　　　（7）
中へ厳敷被仰付，難儀仕侯

　奉願一札之事

今度唐人船四人乗一艘，当島江流寄侯二付，両島御役人様御詰被遊御檎分之上，番人等
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厳敷被仰付，其上御介抱大切二被仰付侯二付，島中トシテ賄等随分大切二相勤申侯，然

処二今年ハ悪風故，田畑共二作方損亡仕，畠中百姓共当前之糠米ニモ行当リ，恐及難儀

罷在侯，然上二右唐船御用二付，莫大之物入等有之，扱々迷惑至極二奉存侯，ケ様之儀

ハ，前代未聞之事二御座侯得者，此度之諸入用，御公儀様ヨリ被下置儀二御座候哉，乍

恐此段奉窺侯，若左様之儀ニモ無御座，島百姓共江被仰付儀二御座侯ハぐ，何卒両島割

賦二被仰付侯様二奉願侯御事

　　寛延三年十一月　　　　　　　　　　　　　　　島中庄屋年寄連判
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
　大庄屋殿江

　r唐船御用二付，莫大之物入等有之」といわれるような地元での経費負担に

対して，r御公儀様ヨリ被下置儀二御座侯哉」と卒直な疑問を表明し，それがで

きないときには「両島割賦」にしてほしいとまで述べている。

　この後，隠岐国へは寛政3年（1791），文化6年（1809），文政3年（1820），文

政10年（1827）と異国船の漂着があった。

　次いで文政13年（1830）11月6目には，別府村耳浦に10人を乗せた朝鮮の商船

が漂着，2ヵ月近く介護して松江に送った。

「別府之内耳浦江朝鮮国慶尚道商売船船頭水主共拾人乗漂着，折節荒吹，九日別府村湊

江漕廻し候，十一月十九日ハ飛船知夫里二而，賃銭十貫文二而相頼，渡海いたし侯，松

江二而御用隙取，十二月十九目帰帆致し侯，同廿六日，島後東郷村久平次船二而朝鮮人

乗組，別府村出帆，知夫里二滞留，翌廿七日出帆，廿九目松江表二入津，翌大三十目異

国人トモ発足手合二候処，正月五目迄朝鮮二而者他出不致侯問，差留呉候様願二付逗
　　　　　　　（9）
留，六日出立…」

　以上のように，11月6目の漂着以来12月29日の松江送りまで，2ヵ月近くも

の間，別府村では10人の漂着朝鮮人を救護していたわげである。隠岐の場合

は，前年の文政12年（1829）1月に，「御域米難船，並異国人漂着之節，御番方

会所之外，旅宿賄之儀，是ハー目壱人弐百文ソ・ヲ以可有取扱事，但御域米之

ハ分野扶持，異国人漂着之節ハ従公儀相渡リ侯御扶持米を以，右賄代リ島方江

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑩
受取侯様相心得可申事」と達せられていた。隠岐国は幕府領で松江藩預ヶ地で

あったから，特別経費は幕府が支出したものと思われる。
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　松江藩の場合は，藩の財政記録である『出入捷覧』に明和4年（1767）から天

保12年（1833）までの問での，漂着異禺船救助経費の支出についての記録が掲載

してある。すなわち，安永8年（1779）に「異国人漂着」として米118僕，264

両，天明4年（1784）に310両，寛政4年（1792）に242両，文化8年（1811）に385

両，文化12年（1815）には米37僕，326両，文政3年（1820）米110僕，376両，天

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹
保1年（1830）米5俵，275両が計上されて臨時経費として支出されている。さ

きにかかげた山陰への異国船漂着一覧表とこれを対照させてみると，安永8年

の場合が一覧表にはみられず，文政12年1月河下村に漂着した件に対する支出

がない。同年11月の杵築村の場合は，「杵築江異国人漂着」として翌天保1年

に藩が支出しているのである。

　しかしながら，r朝鮮船見掛け侯ても，其所のもの彼是六ヶ敷存じ他江譲り

侯儀これあるに於ては急度曲事申付侯事」と，嘉永7年（1855）幕府の朝鮮船漂

　　　　　　　　　　㈱
着対策のなかで付言し，嘉永1年（1848）松江藩の布達でも「内分二而突流，地

方江不近寄様，不法無慈悲成取扱在侯儀無之様，　　後目外より相顕侯歎，又

者於長崎異国人御吟味之上相知侯ハ・，其節者欄敷御答可被申付旨」などと具
　　　　　　　　　　　　　　　　　⑱
体的に言及しているところをみると，救助をめぐる負担などに間題があったよ

うに思われるところである。

　〈注＞

（1）山陰海岸への異国船漂着については，高瀬重雄『目本海文化の形成』　（名著出版，

　1984）ほカ㍉杉原　隆「目朝交渉史におげる山陰海岸の位置一補遺」　（島根県立大田

　高校『研究紀要』第8号，1979年）がある。前者では，文政2年（1819）伯者国八橋宿

　に漂着した江原遺平海州の12名の長崎送り一件と，鳥取県立図書館蔵の「漂流朝鮮人

　上書の図」を紹介している（p．217）。また杉原氏の研究は，江戸期に山口県北浦海岸

　で63件，島根県35件，鳥取県4件の漂着事例を報告している。

（2）　『通航一覧』第四（巻百三十六）p．7．

（3）津和野藩文化12年「郡中諸向取計覚，当御領浦方江朝鮮人体之者漂着取計之事」

　（『新修島根県史』史料篇3，p．598）

（4）　『鳥取藩史』第3巻。

（5）大庭良美『唐人おくり』（山陰中央新報杜，1984年）p．52以下。
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(6) r~1~~A~;f~1---~.'-'~J (~~~~~~I~~j~f~~~~) 
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「従伯者国米子竹島江舶相渡之由，然者如其今度致渡海度之段，村川市兵衛，大屋甚吉，

申上付て達上聞侯之処，不可有異議之旨被仰出侯問，被得其趣渡海之饒可被仰付候，恐

々謹言」

　この渡海免許状は，永井信濃守尚政，井上主計頭正就，土井大炊頭利師，酒

井雅楽頭忠世の連署で，鳥取藩主松平新太郎（池田光政）に宛てたものである。

幕府公許の免許をもって，米子の村川市兵衛と大屋甚吉の両人はr寄合之所務」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
のかたちで竹島に渡航することになるのであった。

　当時の竹島の状況について『伯者民談』は次のように述べている。

「竹島は目本を離る∫事遠くして漢土に近く，境内頗る広活たる島也，大竹喬木盛茂し，

禽獣魚艦多くして，産物足れる島とかや，亦甘露の滝異たる井泉ある事を沙汰す，此島

山に生する猫は尾短曲也と云，依て曲尾なるを竹島猫と称す，多く虎生と云，亦飽大き

く，串胞にして産とす，飽を得る為に岸の竹を擁て海中に沈め，朝にこれを浮ふ，枝葉
　　　　　　　　　　　　　（3）
附飽恰も生木子の如くとかや」

　また，享保7年（1722）に幕府が鳥取藩に竹島について照会してきたさいの回

答書　　「享保九年従江戸御尋書之写」には，竹島の物産について次のように

書き出している。

　木竹之類

五葉の松，栴檀，タイダラ，キワダ，椿，栂，槻，竹，マノ竹，柊，桐，ガピ

　草之類

ニソジソ，ニソニク，フキ，メウガ，ウド，ユリ，ゴボウ，アヲキハ，グミ，イチゴ，

イタドリ，シソシヤ，岩ロクショウ

　鳥獣之類

ミチ魚，猜，鼠，山雀，雀，アナ鳥，鳩，ヒヨ鳥，カハラヒハ，四十雀，カモメ，鵜，
　　　　　　　　　　　　　　（4）
ナヂコ，燕，鷲，熊魔，其外鷹類

　いわゆるr竹島漁」とは，上述の物産のうち，飽をとって串飽にするのが主
　　　　　　　　　　み　ち
なもので，このほか海纏（海鹿）を打って魚油にする海鰭油製造，栴檀や大竹

を採取した。

sokyu
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　米子から竹島にゆくには，出雲国の雲津まで海上10里，雲津より隠岐国焼火

山まで23里，焼火山より同国福浦まで7里，福浦より西へ80里で松島へ，そし

て松島よりさらに西へ40里で竹島に至る合計160里の経路であった。毎年2月

か3月に出発して7月に帰国するのが通例で，元禄6年（1693）の文書には，「二

月下旬米子出船，雲州雲津に着岸，三月初旬雲津より出船，隠岐国島後福浦に

参着，四月十六目四ソ時福浦を出船，同十七目八ツ時に竹島に参着仕侯」と記

している。竹島漁に使った船は，寛文6年（1666）の例でいえば，15反帆1艘，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
13反帆2艘で，50人が乗船していたという。

　ところが，元禄5年（1692）に渡海してみると，朝鮮人がおり，r国主より三

年に一度宛飽取参侯に付，猟船十一艘致出船侯処，遭難風五艘，人数五十三人

此島へ流着申侯」ということであった。このため，r朝鮮人持置侯串飽少，網

頭巾壱ツ，味噌かうじ壱つ」を持ち帰って，鳥取藩から幕府に状況を報告し

た。このときには幕府から，朝鮮人もいずれ帰国するであろうから「何の御構

も無之儀」という回答であった。

　しかし翌元禄6年に竹島に行ってみると，昨年よりも多い朝鮮人が出漁して

おり、竹島漁ができなかったため，朝鮮人の通訳ほか1名を米子に連れて帰っ

た。1か月後に幕府の命を受けて長崎に送り，釜山への送還にさいして幕府は

対馬藩に指示して，朝鮮人の竹島渡海を禁止するよう申し入れさせた。

　これに対して朝鮮側は礼曹参判が元禄7年（1694）9月に回答して，欝陵島は

朝鮮の属島であり，r竹島を以て貴国の地方とし，我国をして其漁船を禁止せ

しめんと欲して，貴国人我境を侵し，反って我民を拘執するの失をいはす，誠
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
信道に欠くことあらさらんや」と抗議をしてきた。

　目朝間の交渉は3年に及ぴ，元禄9年1月になって幕府は，r今，其地理を

計るに，因幡を去るもの百六十里許，朝鮮を距る四十里許なり，これ曽て彼か

地界たる其疑なきに似たり，…無用小島の故を以て好みを隣国に失する，計の

得たるに非ず」として，竹島への渡海禁止を命じた。

　それから半年後の5月20日，竹島から朝鮮人11人が乗った船が隠岐国に着

岸，伯者国に行って請願するところがあるといって，6月4目に伯者国赤崎に
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到着した・鳥取藩では加露の東禅寺に収容して幕府の指示を待ったところ，幕

府は異国よりの願意は長崎以外の地で受取季ことがないようにと注意し，長崎

に送ることを命じてきた。この件について元禄11年（1698）3月，朝鮮王朝は対

馬藩に書を送り，竹島一件の処理についてはr貴国令を下し永く人の往き漁す

ることを許さずと，詞意丁寧，以てその久遠無事を保つべし，誠に幸なり」と

礼を述べた上で，鳥取藩へ直訴しようとしたことについては，陳謝して次のよ

うに述へたのである　　「昨年漂民の事，辺海の人常に舟揖を以て業とし，風

勢によって貴国に漂到する事を致す，是を以て疑ひを其定約に違ひ，他路によ

るに致すへげんや，呈書の事に一至ては誠にその妄作の罪あり，既に是を幽閉し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
以て後来を懲し，且沿海の地方に勅して更に其令を申明せり」

　こうして欝陵島が朝鮮国の領土であることが相互で確認され，目本人の竹島

渡海は禁止されたのである。

　だがしかし，r此島両国入合の如く相成屠不宜侯付　右竹島へ目本人罷渡侯儀

無益之事に侯間，被差留侯段領主へ被仰渡侯付」という姿勢は，r竹島を朝鮮

へ与へ給ふとかや」との認識をもつくりだす。したがって，元禄9年の竹島渡

海禁止令が出された後も，目本人の往来はあったものの如くで，r通航一覧』

には次のような記事をみることができるのである。

「…むかし隠岐の辺より渡て，大竹を切来て諾方へ売，甚た大にしてよき竹也と云，近

来その島へ渡る時は，朝鮮人多く来て，此方の船を見れは鳥銃を打て船を近づげずとい

ふ，この島果して目本の属島なれとも，遂に朝鮮に取られたり」

「…長州の海辺細民，小舟にて此島に往き，竹を研て長府の市店に売る，享保の頃まて

は能き美竹ありて大に用を便す，いまは絶てな1し・何の頃より朝鮮の細民来て居す，近

来舟を遣すに，彼の人々鉄砲を放て其島中に入る事を許さす，此故に今は往て竹を研る
　　　　　　　岬）
ものなしといふ」

享保年間までは隠岐や長門の者が小舟で竹島に渡って大竹を切ってきて販売

していたといわれており，その記録を幕府の外交文書は収録しているのであ

る。しかし幕府としても，いつまでも放置するわけにもゆかず，享保7年（1722）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑫）
に幕府は鳥取藩に竹島一件についての質間書を送り回答を得た上で，翌8年6

月に大坂町奉行所与力同心によって，石見国大森代官所支配の安濃郡波根東村

嘉右衛門，邑智郡粕渕村庄右衛門，同郡吾郷村伝左衛門の3名が掩えられ，「七

年以前竹島に渡りて唐人の貨物を密に買取りたる罪により」ということで大坂
　　　　　　　　　　㈱
に送られ処分された。

　それから100年後の天保7年（1836），石見国浜田松原浦会津屋八右衛門船に

よる竹島密貿易が，大坂西町奉行所により摘発され，浜田藩では家老以下が処

分されることになった。

　天保7年6月14目，大坂町奉行より幕府評定所に引渡されて本格的な取調が

着手されたときの嫌疑理由書には，次のように記されている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　石州廻船間屋　　　会津屋　清　　助

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右清助伜　八右衛門

右親清助と申者，先年浜田屋敷え大金之損毛を懸げ，清助は死去致し，家名絶侯故，六

ヶ年前，伜八右衛門江戸屋敷え願出候は，年来親御厚恩を受，其上多く御損毛を懸置候

問，為冥加浜田沖竹島と申方に魚沢山に付，漁被仰付候はぶ，年々御運上可奉指上侯，

御聞済浜田御役人えも其段被仰渡，八右衛門は浜田え指戻しに相成侯処，押而取斗侯由

右竹島は浜田領沖合之島に而無人島に而，朝鮮向之島に侯処，大島に而，目本之刀剣類

を魚猟船へ積込，漁船之姿に而異国人と交易を致し侯由，刀剣は江戸並諸国より集め，
　　　　　　　　　　　　　　　　㈹
道中筋は浜田用物之会符を用侯由，一件

　八右衛門のほか，渡海した船乗3名，銀主及び商人6名，浜田藩の家老以下

9名が呼出され取調を受げ，天保7年12月23目に処分が発表され，八右衛門は

死罪を申渡された。評定所による八右衛門の判決理由書によると，刀剣売買の

ことは記されていない。すなわち，八右衛門は北海筋渡海の途中で竹島に漂

着，r右島は人家無之，空島にて良材有之，海岸魚類も多く，漁業材木等いたす

ならぱ助成に可相成」と考え，r領主益筋にも相成侯由を以て，同島江渡海志

願之儀」を，浜田藩勘定方橋本三兵衛に相談，橋本から家老の岡田頼母，年寄

役の松井図書に取次いでもらった。藩主の松平周防守康任は，幕府で老中首座

の要職にあったことから，r重き御役柄中故，志願も成就可致哉杯相心得」て，

sokyu

sokyu



26

大坂で銀主をさがし，船乗を募って竹島に渡海し，r絵図面相仕立，又は立木

伐採，既人参と見込紛敷草根等持帰る始末，御国体え対し不軽儀不届に付，死
　　　　　　　　　　　　　　　㈹
罪申付る」というものであった。

　この竹島事件については，江戸市中でいろいろ取沙汰されており，松浦静山

の『甲子夜話』にも多数採録されている。主要な記事を摘記しておく。

「竹島と名づくる者は，其地竹最も多し，因て然り，この竹冬分は雪を冒て伏し遂に海

に没す，春に至て漸く起く，然るに海中に在りしとき，飽その枝葉に著くこと毎に多

く，来人取て質利とす。

　又聞く，この竹島の竹と云，前の浜田侯の官邸，私室に多く用ひたり，茶室にも用て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹
方柱の如しと，すれば前侯彼地の通路も，言ふ可からざること有らん」

「市中の説には，朝鮮より人参を植置たるを，我が人到りて盗取る旨，朝鮮より対州へ

告来り，対州より届に及びたるを，浜前侯勤職中ゆえ執揚ずして済しを，この度顕はれ
　　　　　　　　　　　　㈹
前侯申開きむづかしからん杯」

「又市説には，竹島近頃は家居並に庫たど多く建て，1吾邦の甲胃，刀剣，米，紙，又大

判金なども渡し，異国と交易に及ぶ，是等に拠るカ㍉当都近来紙の価騰れりと，これ等

は私貿の盛んなる由り，如斯歎と。

　或は目，竹島にて朝鮮と交易すと，因て是まで対州へ向げたる物聚らずして，竹島へ

散ずるゆえ，対州四五年来，四五十万両の損高に至れりと。

　邸外の者云ふは，前の浜田の所為は，竹島を出張所として諸物を取調へ，大船に積で

直に清国へ渡して交易す，又竹島より我が地方へ運送するには，漁舟体，目だたざる舟
　　　　　　　　㈹
に積て来商せしと」

「或方の用人，此方の同役に語りしは，浜田のみにもなく，越後長岡侯の家来も何か同

事にて呼出ありしと。

　町同心云ふ，浜田遠邦通ひのことは，彼所のみとも云はれず，北国辺海つきの処は，

外も多くありて，かの同心の同役などはかの御用筋にて北国へ赴しもあり。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑲
　又或人の云ふ，薩州も同事多し，夫ゆえか，権辺に其難を防ぎあるか杯，風言す，」

r長崎の人話す，去年来彼地にて唐人抜荷のこと厳敷執正しありて，一通りは取締るべ

くが，是まで抜荷改方に掛り居たる役筋の者ともへ，密冗致す者より相応歩割を以て金

を出せぱ，夫にて見許し置く体の風俗にて…。

　或処の話に，評定所か，彼の竹島一件吟味のとき，最初の竹島通ひ交易は対州が起り

にて，此事雲州の港を経ざれぱ通路成らざる訳にて，この国にて手引の者あり，夫より
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑳
越後の問屋両三家，この荷担の者たる旨白状す…」
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　以上のように，松浦静山の耳に入った巷問の清報は，八右衛門に対する判決

書に記されていない多くの問題があったことを教えてくれる。竹島貿易の状況

もさることながら，とりわげて注目すべきは，この当時，密貿易が越後，薩摩，

対馬，そして長崎抜荷などと，公然たる風評が江戸市中を賑やかにしていた事

実であり，幕府の鎖国体制の弛緩は明らかであるとしなげればならない。それ

だけに幕府は，天保8年（1723）2月21日，竹島事件にかかわって改めて「異国

渡海之儀は重き御制禁に侯条」ときびしく布達するのであった。

「今度，松平周防守元領分石州浜田松原浦に罷在侯無宿八右衛門，竹島え渡海致し侯一

件，吟味之上，右八右衛門其外夫々厳科に被行侯，右島往古は伯州米子之もの共，渡海

魚漁等致侯といへども，元禄之度，朝鮮国え御渡しに相成侯以来，渡海停止被仰出侯場

所に有之，都而異国渡海之儀は重き御制禁に候条，向後右島之儀も同様相心得，渡海致

すまじく侯，勿論国々之廻船等，海上において異国船に不出会様乗筋等心がけ可申旨、

先年も相触侯通，弥相守，以来は可成たげ遠沖乗不致様乗廻り可申侯

　右之趣，御料は御代官，私領は領主地頭より，浦方村町共不洩様可触知侯，尤触書之
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
趣，板札に認め高札場等に懸置可申もの也」

　く注＞

（1）　「御在府目記」（『鳥取藩史』第6巻，p466），中村栄孝『目鮮関係史の研究』下

　巻，p．461．

（2）⑫　「池田家所蔵竹島関係文書」（『鳥取藩史』第6巻，p451）

（3）（4）（5）　『鳥取県郷土史』p．451以下。

（6）　「控帳」（『鳥取藩史』第6巻，p．435．）

（7）（8）（9）⑩⑪　r通航一覧』第4巻（第百三十七）P．27，27，29，31，32．

⑬　『観聴随筆』巻之中（島根県立図書館蔵），田村清三郎『島根県竹島の新研究』

　P．23．

⑭　松浦静山『甲子夜話ゴ篇』3，p13，八右衛門の地元『浜田市誌』上巻なとでは，

　父清助の漂流記を記しているが（p．240），’伝説の域を出るものではない。『甲子夜話』

　を使った研究として，森須和男「竹島一件について」　（浜田市文化財愛護会『亀山』

　第14号，p．27以下）がある。

⑮⑯㈹㈹⑲⑳⑳　『甲子夜話ゴ篇』3，p225，14，15，16，20，22，156
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6　山陰地方からの朝鱒漂着

　山陰地方から朝鮮国に漂着，救助されて送還帰国の記録があるのは，寛永14

年（1637）伯者国米子村の市兵衛船が最初である。同船は30人を乗せて竹島（欝

陵島）に渡航して逆風にあって朝鮮国慶尚道蔚山郡鮪魚津に漂着救助され，釜

山港外の旧水営で対馬藩の倭館に引渡され，渡海糠米1石，木綿1匹をもらっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
て，収穫した海鹿油，飽，塩腹，水牛皮など積載貨物を持って帰国した。

「寛永十四丁丑年九月十日，伯州米子といふ所の老，去夏竹島より渡海の刻，被放風朝

鮮へ流着の処，彼国のもの令馳走，私曹方より添書簡，対州へ送届の由，宗対馬守より
　　　　　　　　　　（2）
注進之，則彼書翰到来」

「庄五郎殿御領分伯州之内米子村の村川市兵衛，竹島渡海仕用所相仕廻，六月之末帰国

之刻被枚風，朝鮮国之内蔚山浦漂流仕侯処，目本人故於朝鮮表別て念被入，此方へ被相
　　　（8）
送侯条」

　次いで寛文6年（1666）7月，竹島から帰国途中の米子村大屋九右衛門所有の

船が，朝鮮国チャンキリ灘に漂着，船は破損したが，21名の乗組員は救助され，

10月に対馬に送られた。このとき，別に漂着した隠岐国の1名の漁民も一緒に

送還された。対馬藩の「寛文七丁未年漂流回答」には次のように記してある。

「日本国対馬州太守拾遣平義眞，奉復朝鮮国礼曹大人閣下，去歳獲奉遠書，沃慰極切懸

審，我国伯州辺民二十一口，漂海流到貴境，轍蒙済活，護送館中，…加之隠州一介漂漁，
　　　　　　　　　　　　（4）
共霜恩位，替馬沿路以発送」

　米子の九右衛門船には，上乗1，船頭1，鉄炮打2，鍛冶1多飽突3，船大

工1，揖敢1，桶大工1，水夫10，計21名が乗組んでいた。この当時の竹島渡

海の姿をうかがうことができる。彼らは朝鮮国に救助され，滞在中に一白米10石

10斗，清酒22瓶，東瓜22塊，生鮮22束，甘醤6斗6升を給付され，帰剛こさい

しては頭倭1人に白米2斗，白紙2巻が，従倭21人に自米各1斗，白紙各1巻
　　　　　　　　（5）
が貝曽られたというO



近世山陰におげる目朝交流 29

　このほか寛政10年（1798）5月17目には，石見国銀山料の6名が朝鮮国慶尚道

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
景州内甘浦に漂着，10月27目に対馬を経由して長崎表に送還されてきた。

　享保20年（1735）7月，隠岐国周吉郡布施村の船頭権右衛門ら4名が，朝鮮国

慶尚道慶州に漂着し，手厚い救助を受げて釜山，対馬，大坂を経て，1年後に

隠岐国に帰着した。帰国して松江藩西郷陣屋の郡代米田茂兵衛に宛て提出した

r隠州島後布施村権右衛門船四人乗朝鮮国江漂流一巻口上書」が，漂流から帰

剛こ至る全行程を月目を追って詳細を明らかにしている。この資料は，昭和4

年（1929）に朝鮮総督府発行の『日鮮史話』第5編に，松田甲により「享保乙卯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
目本人の朝鮮漂流記」として収録紹介された。以下にr漂流記」の概略を記し

ておく。

　権右衛門船は，権右衛門（64才）を船頭に，権四郎（19才），清吉（46才），助五

郎（54才）が乗船，130石積の船で，越前国一国港に薪を運ぶため，6月14目に

布施を出港，7月7目にご国を出て帰途，11日に暴風にあって漂流した。20目

朝に陸地に近づき，小舟が来たが言葉は通じなかったが，7～8人で水や米を

もってきてくれた。所の役人が乗った数艘の船に案内されて南に向かい，夜に

なって港に入った。陸にはかがり火がたかれ，4～5艘の舟が番につげられ

た。

　翌朝に大勢の朝鮮人が乗り込んで船内を改め，諾道具一切を帳面に書付げて

帰った。役人1人が乗船し，14～5艘がついて浦から浦へと送られ，浦ごとに役

人が交代して大きな港に入った。3艘の番船がつげられ，毎目米2升5合と味

噌，肴，水，薪の支給を受げた。

　24目朝，大勢の人が集ってきた。剣をもち馬に乗ったものが2人，乗馬で剣

はもたず家来に槍を担がせたものが2～3人，トラや太鼓を鳴らし吹物を立て

て20～30人が集ってきて鉄砲を打った。それから頭らしい人が3人の傑と通詞

を連れて乗船し，通詞がrこれから対馬守様御役所迄送り，目本に送り返すこ

とになったから安堵するように」といわれた。漂着以来，文字を書いて見せら

れたが無筆者でわからなかったが，通詞の話で助かったということがわかった。
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通詞は度々船に様子をみにきてくれた。荒れた夜には6人が乗船して番をして

くれた。

　28目に出港，30目に牛岩浦に着いた。漂着したところから海路70里と聞い

た。ここは釜山海のなかの湊で，対馬藩の役人20人ぱかりがきて船中を改め，

船往来手形も出船まで預かるといって持帰られた。役人の1人が毎晩卿こ泊っ

て親切に世話をしてくれた。

　8月1目からは，5目目ごとに白米1斗1升づつと塩，味噌，薪，干鱈，和

布などが届けられた。野菜と肴は毎目朝夕2度づつで，野菜は大根，南瓜，茄

子で，肴はカレイ，石持であった。船をつないだ綱には封印がなされ，船頭や

水主は上陸できなかった。14目頃，端折紙4東，味噌1樽，醤油1樽，酢小樽

1，縁取4枚，多葉粉6斤，剃刀1挺，同砥1ケも届けられた。倭館の館守か

らは饅頭，煮染物色々，松の緑，栗，胡桃がそれぞれ入った杉の大重箱を頂い

た。24目頃には綿入木綿着物を貰ったほか，大苫4枚も2度貰った。

　9月11目，丘の上に陣小屋がつくられ大幕が張りめく・らされた。そこに館守

が駕篭に乗り，槍や鉄砲をもった20人ぼかりの供が従っていた。脇の小屋には

朝鮮の役人が大勢の供をつれて控えていた。その場所に呼び出され，提出した

口上書に相違ないことを聞かれ，館守から餅，煮染，御酒を頂戴して引きさが

った。牛岩浦では松の帆柱と帆桁を1本づつを貰って対馬の大工が船の修理を

してくれた。

　10月2目，丘にまた陣屋がつくられ，勢揃いしたところに呼出され朝鮮国王

から下し物を頂いた。白木の膳に蕎麦，栗，木練柿，串飽，串海鼠，干菓子，

干鱈，玉子のほか，肉と唐木綿4匹を頂いた。館守からは饅頭，木練柿，煮染，

酒を頂いたカ㍉これはr御役人様方被仰付侯は国王様よりの贈物は，其方共は

見馴ぬ物にて侯問，たべ申問敷と右の通に被下置侯也」という配慮であった。

対馬藩の役人が船中を改め，権右衛門らの身体を改めた上で，r口上の趣前後

相違も無之侯，其外何の怪敷儀も無之侯間，最早順風次第に対州迄御送り被遣

由被仰」ということにたる。朝鮮国からは米5斗3升入を2俵，館守からは味

噌と多葉粉4斤を貰った。
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　10月6目朝，400石積の船に侍10人と権右衛門が乗り，他の3人は権右衛門

船に，対馬の船頭水主も乗船，他に2艘が従って牛岩浦を出発，対馬の佐須奈

を経て，10目に府中（厳原）に到着，対馬藩の取調を受け，r口上書に相違無

之，其外別条無御座侯間，早々大坂へ御送り侯様」と申渡された。府中で薪5

尺結縄で12貫，白米3斗入1俵，塩1俵，味噌1桶，醤油2升入1樽、酢1升

入1樽，銭1貫500文，木締布子4匹を貰った。府中で壱岐国の惣三郎220石

積を借りて大坂までの船とし，乗込んだ使者の船橋忠右衛門が船中で権右衛門

らから話をきいて「漂流記」を書き記した。

　11月25目に大坂川口に着船，対馬藩大坂蔵屋敷の留守居役に連れられて町奉

行所に出頭，そのあと松江藩に引渡された。町奉行所からは度々召出されて調

べられたが，6月1目にr御預御免被遊，住所御構も無御座侯」ということで，

本船修復と帰路の糧米として銀160両を借りて，7月6日に出雲国稲積港へ，

20目に隠岐国目貫村（西郷）を経て，1年ぶりに布施村に帰国した。

　漂着目本船に対する朝鮮国の手厚い救護を知ることができる「漂流記」であ

る。

　＜注＞

（1）中村栄孝r目鮮関係史の研究』下巻，P461

（2）（4）（6）　r通航一覧』3巻（巻之百三十五）P．609，616，618．

（3）　「寛永十五年宗対馬守より荒尾内匠宛」（『鳥取藩史』6巻p，467）

（5）　『鳥取県郷土史』p．431．

（7）　「享保乙卯目本人の朝鮮漂流記」（『目鮮史話』第5編所収），島根県隠岐郡『布施村

　誌』　（昭和61年刊）に「権右衛門の漂流」として現代語訳がある。
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